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（２）普及啓発用チラシ類等　①普及啓発用チラシ類
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（２）普及啓発用チラシ類等 ②スクリーニング尺度 
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（２）普及啓発用チラシ類等 ②スクリーニング尺度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：公益財団法人東京都医学総合研究所ホームページ  

http://www.igakuken.or.jp/mental-health/IES-R.pdf より引用 
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（２）普及啓発用チラシ類等 

 ②スクリーニング尺度 

 

KK66//KK1100  日日本本語語版版  

 

質問「過去 30 日の間にどれくらいの頻度で次のことがありましたか。」 

あてはまるところに○を付けてください」 

              

合計 

 

                                  

 

平成 14 年度厚生労働科学研究費補助金（厚生労働科学特別研究事業） 

心の健康問題と対策基盤の実態に関する研究/研究協力報告書 

一般人口中の精神疾患の簡易なスクリーニングに関する研究 

 

 

得点欄 

K6 K10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 質問 

回答欄 

全く

ない

少し

だけ
時々

たい

てい

いつ

も 

１ 理由もなく疲れ切ったように感じましたか 0 1 2 3 4 

２ 神経過敏に感じましたか 0 1 2 3 4 

３ 
どうしても落ち着けないくらいに、神経過

敏に感じましたか 
0 1 2 3 4 

４ 絶望的だと感じましたか 0 1 2 3 4 

５ そわそわ、落ち着かなく感じましたか 0 1 2 3 4 

６ 
じっと座っていられないほど、落ち着かな

く感じましたか 
0 1 2 3 4 

７ ゆううつに感じましたか 0 1 2 3 4 

８ 
気分が沈み込んで、何か起こっても気が晴

れないように感じましたか 
0 1 2 3 4 

９ 何をするのも骨折りだと感じましたか 0 1 2 3 4 

10 自分は価値のない人間だと感じましたか 0 1 2 3 4 



－ 68 － － 69 －

Ｋ６及びＫ１０と呼ばれる尺度は、米国のＫｅｓｓｌｅｒらが開発した自記式スクリーニング尺度です。

（被災者本人に記入してもらうということです。） 

従来の標準であるＧＨＱ（Ｇｅｎｅｒａｌ Ｈｅａｌｔｈ Ｑｕｅｓｔｉｏｎｎａｉｒｅ）よりも鋭敏

であるという結果が得られています。また、ＧＨＱに比べて質問数が少なく、簡便に行うことが出来ます。

日本語版は、古川らが作成しています。 

 

Ｋ６／Ｋ１０がスクリーニング出来るのは、抑うつ性障がい（大うつ病、気分変調症）及び不安障がい

（パニック障がい、広場恐怖、社会恐怖、全般性不安障がい、ＰＴＳＤ）です。 

 

カットオフポイント（精神疾患５０％以上である）は、 

   Ｋ６    １５点以上 

   Ｋ１０   ２５点以上 

 

しかし、あくまでもこれはスクリーニングに使用すべきもの（精神疾患疑いがある方を拾い出す）です。 

カットオフポイント以上だから精神疾患だと断定するのではなく、精神医療へつなげる努力が必要です。

また逆にカットオフポイント以下だから大丈夫と鵜呑みにすることもいけません。 

色々な情報を基にその人に必要な支援を考えるべきです。 

自記式の尺度は、記入者本人が「この選択肢を選んだら自分が障がい者扱いされてしまうから、軽めに

書いておこう」ということができなくもありません。 

その限界を知った上で用いましょう。 

 

 

出典：岐阜県精神保健福祉センター．災害時のこころのケア２０１１より引用 
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（３）その他、活動の参考になる関連情報の掲載ホームページ 

参参考考資資料料  『『  関関連連ホホーームムペペーージジ  』』  

 
◆ 『WHO 版サイコロジカル・ファーストエイド』 

https://saigai-kokoro.ncnp.go.jp/pfa.html    
 
◆ 『子供にやさしい空間ガイドブック』 

https://saigai-kokoro.ncnp.go.jp/cfs2.html    
 
◆ 『大切な人を失ったあとに 子どもの悲嘆とケア子どもを支える親と大人のためのガイドブック』 

https://saigai-kokoro.ncnp.go.jp/document/pdf/mental_info_childs_guide.pdf 
                       
◆ 『くまモンと、前へ（２）』 

https://www.pref.kumamoto.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=16193&s
ub_id=2&flid=99140  

 
◆ 『被災した認知症の人と家族の支援マニュアル（医療用）』 

 http://dementia.umin.jp/iryou419.pdf     
 
◆ 『被災した認知症の人と家族の支援マニュアル（介護用）』 

http://dementia.umin.jp/kaigo419.pdf      
 
◆ 『AUDIT 』 

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/alcohol/ya-021.html  
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引引用用・・参参考考文文献献  

  

・東京都地域防災計画震災編（東京都総務局．平成 26 年改正） 

・首都直下地震等対処要領（改定版）（東京都総務局．平成 28 年 3 月） 

・東京都保健医療計画（東京都福祉保健局．平成 30 年 3 月改正） 

・災害時医療救護活動ガイドライン（東京都福祉保健局．平成 30 年 3 月改正） 

・災害時における薬剤師斑活動マニュアル（東京都福祉保健局．平成 26 年 9 月） 

・西多摩圏域市町村災害時保健活動ガイドライン～保健師の活動を中心に～（東京都西多摩保健所．平

成 29 年 3 月） 

・ＤＰＡＴ活動マニュアル Ver.1.1（災害時こころの情報支援センター．平成２７年１月） 

・ＤＰＡＴ活動マニュアル Ver.2.0（厚生労働省委託事業ＤＰＡＴ事務局．平成３０年３月） 

・被災者のこころのケア都道府県対応ガイドライン（内閣府．平成２４年３月） 

・災害時地域精神保健医療活動ガイドライン（平成 13 年度厚生科学研究費補助金(厚生科学特別研究費)） 

・大規模災害における保健師の活動マニュアル（全国保健師長会．平成 25 年 7 月） 

・ＷＨＯ版心理的応急処置（サイコロジカル・ファーストエイド：ＰＦＡ）フィールドガイド．災害時

こころの情報支援センター 

・災害時のこころのケア（岐阜県精神保健福祉センター．2011） 

・災害時のこころのケア（日本赤十字社．平成１６年６月） 

・災害時のこころのケア活動マニュアル（石川県健康福祉部．平成２７年１０月） 

・茨城県災害派遣精神医療チーム（茨城ＤＰＡＴ）活動マニュアル Ver.1（茨城県．平成 29 年 3 月） 

・大阪府ＤＰＡＴガイドライン（大阪府健康医療部保健医療室地域保健課精神保健グループ、大阪府こ

ころの健康総合センター．平成２９年３月） 

・災害時におけるこころのケア活動マニュアル（沖縄県．平成２６年３月） 

・災害時のこころのケア対策の手引（体制編）（対策編）（静岡県健康福祉部．平成２７年３月） 

・ 災害時のこころのケア２０１５～支援者マニュアル～第３版（長野県精神保健福祉センター、平成

２７年３月） 

・山形県災害派遣精神医療チーム（山形ＤＰＡＴ）活動マニュアル（山形県障がい福祉課．平成２８年

４月） 
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